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1.は じめ に

近年 、 環境 情 報 をは じめ とす る非 財 務 情 報 を 開示す る企 業 が増 加 して い る。 日本

で は 、環 境 問題 が大 き くク ロー ズ ア ップ され た こ とで 、環 境 情報 を開示 して い る企

業 が 多 くな って い る。 た とえば、 日本 国 内で環 境 報 告 書 を利 用 して環 境 情 報 を 開示

して い る企 業 は 、2001年 度 に は579社 、2002年 度 に は650社 、2003年 度 に は743社1と

な ってお り、開示 企 業 が年 々増加 して い る こ とが分 か る。 さ らに最近 で は、 国 際社

会 に お い て 企 業 の社 会 的 責 任(CorporateSocialResponsibility;CSR)を 求 め る声

が高 ま った こ とを背 景 に、持 続 可能 な発 展 の た めに は環境 とい う視 点 だ けで はな く、

経 済 ・社 会 ・環境 とい う3つ の側 面 か ら企 業 を捉 え る重 要性 が認 識 され 始 め、 そ の

情 報 を開 示 す る社 会 責任 報 告 書 が 注 目され る よ うに な っ て きた 。 社 会 責任 報 告 書

(CSR報 告 書)は 、 企 業 に よ って 呼 び名 や 内容 が様 々 で あ り理 論 的 に確 立 した もの

で は ない が 、GRI(GlobalReportingInitiative)等 か らガイ ドライ ンが公 表 され て お

り、今 後 は さらに研 究 が進 み 、CSR報 告 書 の よ うな非 財 務 情 報 を 中心 とす る報告 書

を作 成 す る企 業 が増 加 す る もの と考 え られ る。

この よ うな状 況 の 中 で、 日本 にお いて もい くつ か の先進 的 な企 業 がCSR報 告 書 を

作 成 してい るが 、欧 米 に比 べ る と 日本 で はま だCSRと い う概 念 が 浸透 しき って い な

い とい う指 摘 が され て い る。 環境 問題 に 関 して は 、 日本 企 業 は敏 感 に反 応 し、ISO

14000シ リー ズや 環 境 報 告 書 な どに積 極 的 に取 り組 ん で き た の に対 して 、CSR報 告

書 に 関 して は ま だ まだ発 展 途 上 の段 階 に あ る と言 え る。 世 界 的 に企 業 の社 会 的 責任

を求 め る声 が 高 ま って い る中で 、 も し社 会 的 な責任 を果 た す こ とが 出来 な い場 合 に

は、企 業 に とっ て大 きな損 失 とな る危 険性 が あ る。 したが って 、 日本 企 業 が海 外 で

円滑 な企 業 活 動 を行 な うた め に も、 早期 にCSRと い う概 念 を企 業 内部 に定着 す る必
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要 があ る。

本稿では、以上 のよ うな問題意識 に基づ いて、CSR報 告書をは じめ とす る非財務

情報の意義 と役割 を考察す ると共 に、 目本 におけ る非財務情報 の開示状況について

調査す ることで、現在考 えられ る問題点 と今後 の課題 を明 らか にす ることを 目的 と

してい る。

2.非 財務情報の意義と役割

1)非 財務 情 報 の 意 義 と範 囲

非財務情報は、環境 問題や雇用 問題、地域社会 との関係 の よ うに財務情報 で認識

す るこ とが難 しい要素についての情報 を認識 し、開示す る とい う役割 が期待 されて

い る。特 に最近では、企業環境 が大 き く変化 した ことで、非財務情報の果たす役割

は増大 している。 そのため、各企業か ら環境報告書や持続 可能性報告書 な ど様 々な

非財務情報 が開示 され る ようになって きたが、 これ らの非財務情報に関す る法規制

は世界的 にもまだ少 な く、企業 に とって都合の良い情報のみが開示 され て しま うと

いった問題点 も指摘 されてい る。 しか し、企業規模 が拡大 し、地域社会への影響力

が増 している現在 では、非財務情報は欠 かせ ない重要な企業情報の一つ となってき

た とい える。

ところで、本稿 で対象 とす る非財務情報 とは、貸借対照表や損益計算書を 中心 と

した財務諸表 によって開示 され る会計情報以外 の情報で、物量や数量 といった定量

情報 と記述や図表 とい った定性情報 の両方が含 まれてい る。財務情報 と非財務情報

の範 囲を示す と、図表1-1の よ うに表す ことがで きる。

図表1-1開 示情報の範 囲

内部目的 ・外部目的意思決定情報

フ ィナ ンシ ャル ・リポ ー テ ィ ング(財 務 報 告)情 報

読 旨苧

F{.

一般目的外部財務報告情報

非会計的

財務報告

情報

強制開示会計情報
任意開示

会計情報
基本財務諸表情報 補足情報

本儲 報1注講 報 附属情報1利 用可能1青報

(出典=照 屋 行雄 ・大 田博 樹 稿 「企 業 環 境 の変化 とア カ ウン タ ビ リテ ィ」 『国 際 経

営論 集 』23号 所 収 、p.234)
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図 表1-1は 、 ア メ リカ 財 務 会 計 基 準 委 員 会(FinancialAccountingStandard

Board;FASB)が 提 示 した財 務 報 告 書 の範 囲 を表 に ま とめ た もので 、従 来 の 開示 情

報 よ りも拡 充 され た 内容 とな って い る。本 稿 の対象 とす る非財 務 情 報 は、 図表1-

1の 網 掛 け の非 財務 的情 報 の部 分 を 中心 としてい る。 しか しな が ら、 非財 務 的 情 報

に 限定 す る もので は な く、必要 に応 じて 非会 計 的財 務 報 告情 報 が含 まれ る場 合 もあ

る。 図表 で も明 らか な よ うに、非 財 務 情 報 は財務 情 報 を補完 す る情 報 とな って い る

が 、現 在 で は企 業 規模 が拡 大 し財 務 情 報 だ け で企 業 の現 状 を認 識 す る こ とが難 し く

な っ て い るた め、 今後 は さ らに非 財 務 情 報 の果 た す役 割 が大 き くな って い くもの と

思 われ る。

そ して、 現在 で は世界 各 国で様 々 な非財 務 情 報 が 開示 され る よ うに な って きた。

こ の よ うな 非 財 務 情 報 の 増 加 現 象 に は 、 企 業 が 社 会 的 責 任(CorporateSocial

Responsibility;CSR)を 問 わ れ る よ うに な っ て き た こ とが 影 響 して い る。CSR

とは、 「社 会 との 良好 な 関係 が あ って 初 めて事 業 が成 り立つ こ とを事 業 者 自身 が 自

覚 し、社 会 の 中で期 待 され る 自 らの役 割 を積 極 的 に担 ってい くこ と」2であ る と理 解

され る。 企 業 が この よ うな社 会 的 責任 を果 たす た め には 、法 令順 守 や 地域 へ の貢 献

な ど様 々 な もの が考 え られ るが、 これ らの情 報 の大 部 分 は非 財務 情 報 と して 開示 さ

れ てい る。 した が って 、企 業 がCSRに 積 極 的 に取 り組 む こ とに よ り、 さ らに非 財 務

情 報 の 内容 が拡 大 して い くこ とにな るの で あ る。

しか し、企 業 にCSRを 求 め る潮 流 は世 界 的 に広 が っ てい る もの の 、法 的 に規 制 さ

れ てい る もので は な い た め統 一 され た報 告 書 は 作成 され て い ない の が現 状 で あ る。

この よ うな状 況 の 中で 、 国 際社 会 の 中 にお い て 大 き な影 響 力 を持 つ の がGRIガ イ ド

ライ ンで あ る。GRI3(GlobalReportingInitiative)は 、企 業 を経 済 ・社 会 ・環境 の3

っ の視 点 か ら捉 え る トリプル ・ボ トム ・ライ ン を提 唱 して お り、多 くの 企 業 がGRI

の ガイ ドライ ン に準拠 した 報告 書 を作成 してい る。 そ れ に対 して、 世界 環 境 経 済人

協議 会(WorldBusinessCounciiforSustainableDevelopment;WBCSD)は 、 持 続

可能 な発 展(SustainableDevelopment)を 提 唱 して い る。 そ の他 に もい くつ か の概

念 が提 唱 され てい るが 、企 業 に社 会 的 責任 を求 め る とい う基 本 的概 念 は共 通 の もの

とな って い る。 本 稿 で は、持 続 可能 性 報 告書 もCSR(社 会 責任)報 告 書 も表 現方 法

は違 うもの の 同 じ非財 務 情 報 と して扱 う。 ま た、 環境 情 報 も非 財 務 情 報 と して扱 う

が 、持 続 可能 性 報 告 書やCSR報 告 書 よ りも報告 内容 の範 囲 が狭 くな っ てい る。
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2)非 財 務 情 報 の 役 割

非財務情報 の利 点は、財務情報 では認識す ることが難 しい環境や人権 、地域社会

との関係 な ど企業や利害 関係者 に重大な影響 を及 ぼす可能性 のある社会的 な情報 を

認識 し、開示す ることが 出来 る点 にあ る。た とえば、環境 問題 に関 しては、環境報

告書 を利用 して情報 開示す ることが可能で ある。環境報告書 に記載す る項 目に関 し

ては、制度的 に定め られてはい ないため、全ての報告書の体裁 が整 えられてい る訳

ではないが、 日本企業の多 くは環境省 が公表 している 「環境報告書ガイ ドライ ン」

に準拠 した報告書 を作成 してい る。 このガイ ドライ ンでは、環境報告書 に記載すべ

き と考 え られ る項 目として、①基本 的項 目、②事業活動 にお ける環境配慮 の方針 ・

目標 ・実績等の総括、③環境マネジメン トに関す る状況 、④事業活動 に伴 う環境負

荷及びその低減 に向けた取組の状況 、⑤社会 的取組 の状況の5項 目をあげてお り、

非財務情報が中心 となってい る。本ガイ ドライ ンに沿って環境報告書 を作成す るこ

とで、経営者 の環境 対策への姿勢 か ら具体 的な取組 の成果まで、環境情報 を網羅的

に開示す ることが可能 となる。

本 ガイ ドライ ンの 中で環境省 は、環境 報告書 には次 のよ うな機能 があると してい

る4。

①事業者 の社会 に対す る説 明責任 に基づ く情報開示機 能

②利 害関係者に意思決定に有用 な情報 を提供 す るための機能

③事業者 の社会 との誓約 と評価 による環境活動推進機能

④ 自らの環境配慮 の取組 に関す る方針 ・目標 ・行動計画等 の策定 ・見直 しのため

の機能

⑤ 経営者や従業員 の意識付 け、行動促進のための機 能

① ～③ の機 能は、企業 と利害関係者 との問の コミュニケー シ ョンツール と しての

役割 を果 た してい る。それ に対 して④ と⑤の機能 は、企業 内部での管理や意識改革

な どの内部機能 としての役割 を果 たす ことになる。

また 、環 境情報 に限定せず に企業 を経 済 ・社 会 ・環境 の3つ の側面 か ら捉 える

CSR報 告書 のガイ ドライ ンを公 表 してい るGRIも 、非財務 情報の重要性 とその潜在

的効果 について次の よ うに指摘 している。

①高度 に情報化 された社会 においては、過去並び に将来 のパ フォーマ ンスを測定 し

報告す ることは、企業 のマネ ジメン トにとって重要 なツール となる。

②CSR情 報 を開示す ることで、企業 は多種多様 な利害 関係者 と継続 的な対話 を行 な

うこ とが可能 とな り、また単 に利 害関係者か らの情報請求 に応 じてい るだ けの情
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報開示 よ りも優れてい る。

③持続可能性 に関す る今後 の取組み計画な どについてのオープ ンな対話 は、利害 関

係者 との信頼 関係 を築 く手助 け となる。

④報告書の作成作業は、 これまで分離 ・独 立 して きた研究開発や マーケテ ィングな

どの経営戦略 に関連性 を持たせ 、これまで企業内ではなかった よ うな話 し合いが

生 まれ る。

⑤報告書の作成作業に よって、地域社会や企業イ メージ等の問題箇所 を事前 に察知

す るこ とが可能 とな るため、経営層 は企業 に損害 をもた らす危 険性の ある動 き ・

情勢が取 り返 しのつかない事態 になる前に、精査す るこ とが出来 る。

⑥報告書の作成 は、経 営層が 自然 ・人 ・社会 的資本へ の組織 の貢献度 を評価す る能

力 を強化す る。

⑦CSR情 報を開示す るこ とで、上場企 業の株価 の変動性や不確実性 を軽減 し、また

同時に資本 コス トを削減 させ る可能性があ る。

以上 のよ うに、非財務情報 の開示 に よって、多種多様 な利 害関係者 に有用な情報

を開示す るだけではな く、企業内部 の経営意思決定者 に とって も有用 な情報になる

とい うことが分 かる。

この よ うに、非財務情報 には様 々な効果 と役割 が期待 され てお り、今後 はさ らに

質 ・量 ともに拡 充 してい くもの と考 えられ る。

3)非 財 務 情 報 の 開 示 要 求 の 背 景

本項 では、非財務情報が積極的 に開示 され るよ うになった背景 について、企 業の

内的要因 と外的要因に分 けて考察す ることとす る。

まず 、企業が非財務情報 を開示す るよ うになった内的要因には、企業倫理の欠如

が あげ られ る。 ここ数年、 日本 国内では企業 による不正な会計処理や個人情報の流

出、環境基準 を大幅 に超 える汚染物質の排 出な ど企業 の不祥事 が続いている。 この

よ うな不正行為は、企業の規模 が大 きくなれ ばな るほ ど利 害関係 者への影響 も大 き

くな るた め、大企業に よる不正行為 は社会 に大 きな影響 を与 えて しま う。その結果 、

上述の よ うな非合法で反社 会的 な行為 に対 して、企業 に社会 的責任(CSR)を 求め

る声が高まるこ ととなったのである。 さらに企業は、 この よ うな社会的な責任 を果

たすた めに、法律 に違反す る不正行為 を止 めるだ けではな く、その先の慈善的な行

為 も求 め られ ることになる。

企業 に社会的責任 を求 める声は欧米 を中心 に発展 したが、最近 では 日本 で も注 目
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され る よ うになってきた。 日本 国内でも企業 のCSRが 注 目され ることで、企業 は 自

らのCSR活 動 の結果 を環境報告書やCSR報 告 書な どを利用 して情報 開示す るよ うに

なった。そ して、CSR活 動 の結果 を開示す るこ とで、不正行為 を行 なっていた企業

は利害関係者 の信 頼回復への取組み として、また不正行為 を行 なっていなかった企

業 も、よ り信頼性 の高い企 業へ と成長す ることが 出来 る。 したがって、CSR報 告書

な どの非財務情報 を開示す ることで、新 たな企 業価値 を創造す るこ とが可能 となる

のである。

一方
、外 的要因には、二つ の企業環境 の変化 があげ られ る。一つ 目の企業環境の

変化 は、企業規模 の拡大 による利害関係者の多様化であ る。 も し、企業規模 が小 さ

けれ ば、その企業の影響力は小 さいため利害関係者 は比較的少ない と思われ る。 し

か し、企業規模 が大き くなれ ばなるほ どその企 業の影響力 は大 きくな り、その分だ

け利 害関係者の範 囲 も拡大す る。現在 では、 グローバル企業の よ うな超 巨大企業 も

存在 してお り、その影響力は非常 に大きいものになってい る といえる。 この よ うな

企業は、製造過程や製品の使用、環境 問題 、人権 問題 、雇用問題 な ど様 々な場面で

企業外部 に影響 を及 ぼす ことが考 えられ る。 そ して、それぞれ の場面 ごとに利 害関

係者が存在 してお り、各利害関係者の要求は広範に渡ってい る。株主や債権者 といっ

た従来型 の利 害関係者 に対 しては、財務情報 で説明責任 を果 たす ことができたが、

拡大 した利 害関係者 に対 しては財務情報では十分 に対応で きていない とい う可能性

があ る。た とえば、地域住民であれ ば環境 問題への対策や地域へ の貢献等 について

の情報要求があ り、また、消費者 であれ ば製 品の安全性や使 いやす さの向上等につ

いての情報要求 が考 え られ る。 この よ うな情報要求に対 して、企業が説 明責任 を果

たす ためには、環境 報告 書や社会報告書の よ うな非財務情報 が重要な役割 を果 たす

のである。 この よ うな状況の 中で、企業 に社会 的な責任 を求 める声が高ま り、CSR

報告書 を求 める潮流 となった もの と思われ る。

そ して、 も う一つ の企 業環境 の変化 には、社会 的責任投資(SociallyResponsible

Investment:SRI)の 登場 があげ られ る。SRIと 従 来の投資信 託 との大 きな違 い は、

従来 の投資信託 は投資のための尺度 として投資先企業の安定性や成長性 な どの財務

情報 を判 断材料 と していたのに対 して、SRIは 分析資料 に財 務情報 だけで はな く、

その企業の業種や環境対策の状況、地域へ の貢献 に関す る情報 も評価基準に加 味 し

てい る点 にある。SRIが 非財務情報 を分析資料 に加 味す る背景 には、財 務情報だ け

では認 識が難 しいCSRの よ うな活動が企業価値 に与 える影響 に注 目しているか らで

ある。 た とえば、環境活動 を積極的に行 なってい る企業は、環境 リスクを低 く抑 え
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られ るため、将来的 に企業価値 が低 下す る可能性 が低い と考 え られ てい る。 また、

社会 的責任 を果た してい る企業に対 して は、消費者 や地域住 民のイ メー ジが高 くな

り商品の購 買活動 に繋 が る可能性 も考 え られ る。その他 にも、ガバナ ンスが適切 に

働 いている企 業の平均株価が、その他の企業 の平均株価 よ りも高 くなっている とい

う調査結果5も 報告 され ている。 この よ うに非財 務情報 は、新 しい企業価値 を表す

報告媒体 となってい るのである。

このSRIは 、現在 は欧米 を中心に運用 されてい る。 日米欧 の2001年 度 にお けるSRS

ファン ド数 は、 日本 が9本 、欧州 が280本 、米 国が181本6と なってお り、 日本での

ファン ド数が欧米 に比べ ると少 な くなってい る。 日本では1999年 に 日興謹券が初 め

てのエ コファン ド7を発売 して以来、各社 か ら様 々なSRIフ ァン ドが発売 され 、現在

では環境以外の情報 にも考慮 したSRIが 発売 され注 目を集 めてい る。

この よ うなSRSフ ァン ドの増加 は、市場 を通 して企業 に社会的責任 を果 たす圧力

として働 くことが予想 され る。その結果 、企 業は環境問題や人権問題 、地域社会へ

の貢献等の社会的な取組 みにつ いて、その成 果を非財務情報 として積極的 に開示す

る こととなるのである。

4)非 財 務 情 報 の 変 化

これ まで 見 て きた よ うに、 現在 で は非財 務 情 報 が果 たす役 割 は非 常 に大 き くな っ

て い る。 そ れ は 、企 業 の影 響 力 が大 き くな る の に比例 して 、 非財 務 情 報 の果 たす役

割 もそ の分 だ け大 き くな っ て きた の で あ る。 また 、企 業 環境 の変 化 と ともに 、情報

内容 も変化 して きて い る。 この よ うな非財 務 情 報 の 中で も、 事業 の概 況 や従 業 員 の

状況 な どの0般 的 な情 報 は 、以前 か ら有価 証 券報 告 書等 で 開示 され て きた。 しか し、

企 業環 境 の変化 、た とえば環 境 問題 の深刻 化 等 と ともに 、非財 務 情 報 の範 囲 が環境

情 報や そ の他 の情 報 へ と拡 大 され て き たの で あ る。 そ して 、最 近 で はそ の範 囲 は さ

らに拡 大 し、企 業 の社 会 的責 任 を総 合 的 に捉 え るCSR報 告 書 が注 目 され てい る。

こ の よ うな 非 財 務 情 報 の 発 展 過 程 に 関 して 、 国 連 環 境 計 画(UnitedNations

EnvironmentalProgramme;UNEP)とSustainAbility社 は 、 「持 続 可能 な発 展 の た め の

報 告 へ の進 化 」 と して 、 図 表3-1の よ うな 図 を示 して い る。(こ の 図表 は、 環 境

情 報 が 中心 とな って い る。)
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図表3-1持 続 可能な発展のための報告への進化

ステイ クホル ダーの ト青報ニーズへ の適合

第5段 階

環境 ・経済 ・社

会的 なパ フォー

マ ンスに リンク

した持続可能 な

発展報告。持続

可能性 に指標 に

裏付 けられ る。

第4段 階

完全 なパ フォ ー

マ ンス デ ー タ の

提 供(NPRI/TRI

形 式)。 しば し

ば独 立 した環 境

報 告 書。 年 次 報

告 書 にお い て も

言及 され る。

第3段 階

環境 マネ ジ メ ン

トシ ステ ム と リ

ン ク した年 次報

告 。 数 字 よ りも

文 章 に よ って い

る。

第2段 階

一度き りの報告
。

しば しば最初 の

公式の方針声 明

に リンク してい

る。

第1段 階

年 次 報 告 書 にお

ける簡単 な報告。

体裁のよいグリー

ン誌 、 ニ ュー ズ

レター、 ビデオ

持続 可能 な発展のた めの報告へ向けての進展

(出典:カ ナダ勅許会計士協会編 『環境 パフォーマ ンス報告』 中央経済社 、1997年

所収 、P.31)

図表3-1に よる と、まず第1段 階では、通常の年次報告書 にお ける簡単な情報

開示 か ら始ま るとい う。最終段階の第5段 階で は、環境情報 だけでな く経済や社会

情報 まで求 め られ てお り、CSR報 告書 とほぼ同 じ内容 となってい る。現在 、企業 が

情報 開示す る際 には独 立 した報告書 を作成 してい るとい うことか ら、現在 の非財務

情報 の レベル は第4段 階にあ り、 さらに第5段 階に向かっているもの と思われ る。

このよ うに、非財務情報 が企 業の概 要 といった一般的な情報か ら環境情報な どの一

部 の社 会情報 に拡大 し、 さらにその範 囲が経済や社会まで拡大す ることで、企業 の

社会的影響 を総合 的に認識す るこ とが可能 とな るので ある。

3非 財務情報の開示状況

現在 、非財 務 情 報 と して様 々 な情 報 が開示 され て い る。 日本 で は、 環境 問題 へ の

関 心 の高 さを背 景 に、環 境 情 報 を開示 して い る企業 が多 くな っ てい る。 図表3-2

は 、環境 情報 を 「一般 に公 開 して い る」、ま た は 「一 部 に公 開 して い る」 日本 企 業
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図表3-2環 境情報の開示企業数の推移
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(出典:環 境 省 編 『環境 にや さ しい企 業 行 動』2004年 、所 収P.79)

の推移 を表 した もの で あ る8。

図 表 か ら も明 らか な よ うに、環 境 情報 を開 示 して い る企 業 は年 々増 加 して お り、

企 業 の環 境 情 報 へ の 関 心 の 高 さが伺 え る。 環 境 情 報 の 開示 目的 と して は 、 「情 報 提

供 等 の社 会 的 な説 明責 任 を果 たす た めに公 開 して い る」 と回答 した企 業 が最 も多 く

72.4%と な っ て い る。 次 い で 、 「自社 にお け る環境 に 関す る取組 み のPRの た め」 が

67.3%、 「利 害 関係 者 との コ ミュ ニ ケ ー シ ョンの た め」 が65.2%と な って い る。 情 報

内容 に関 して は 、 「環境 に 関す る経 営方 針 」 が最 も多 く87.5%と なって い る。 次 い で、

「環 境 に関す る具体 的 な取組 みの状 況 」 の64.3%、 「環 境 に 関す る 目標 」 の62.8%と な っ

て い る 。 以 上 の こ とか ら、企 業 は 具体 的 な環 境 情 報 を開 示 し社 会 的 責任 を果 たす

こ とで 、利 害 関係 者 との 関係 を 良好 に保 と うと して い る こ とが分 か る。 ち なみ に 、

環 境 情 報 を 開示 して い る企 業 の 中 で 、環 境 報 告 書 を 「作 成 してい る」、 ま た は 「来

年 は作成 す る予 定 」 と回答 した企 業 は 、全 体 の35.1%と な って い る。

環 境 情報 を 開示 して い る企 業 の業 種別 割 合 は、 図表3-3の よ うにな っ てい る。
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図表3-3環 境情報開示企業の業種別割合

建設業

製造業

電気ガス供給業

運輸 ・通信業

卸売業

小売業・飲食店

金融・保険業

不動産業

サービス業

その他

(出典:環 境 省 編 『環境 にや さ しい企 業行 動 調 査 』2004年 、所 収P.80)

図表 か らも明 らか な よ うに、環 境 情報 を 開示 して い る企 業 の多 くは 、環境 へ の影

響 が大 きい 業種 とな っ てい る こ とが分 か る。 しか し、金融 ・保 険 業や サ ー ビス業 な

ど、 環境 問題 へ の影 響 が少 な い と思 われ る業 種 で も環 境情 報 を 開示 してお り、社 会

的 に環境 情 報 へ の 関 心 が高 ま っ てい る と考 え られ る。

次 にCSRに 関 す る調 査 で は 、 上記 の 環境 報 告 書 を作成 また は作 成 予 定 と回 答 し

た企 業 の うち、 独 立 したCSR報 告 書 を作 成 して い る企 業 は 、 わ ず か8.5%9と な っ て

い る。CSR情 報 に関 して最 も割 合 が多 か った の が 、現 在 作成 して い る環境 報 告 書 に

「現 在 は記 載 して い な い が 、社 会 ・経 済 的 側 面 につ い て の記 載 を検 討 してい る」 の

40.6%で 、 次 い で 「社 会 ・経 済 的側 面 につ い て も可 能 な範 囲 で 記 載 して い る」 の

34.2%と な っ てい る。 上 記 の こ とか ら 日本 で は、 まだCSR報 告 書 を作成 してい る企

業 が 少 な く、環境 報告 書 の一 部 の情 報 として扱 っ てい る こ とが 分 か る。

そ して 、CSRを 意 識 した企 業経 営 を行 な って い るか、 とい う問 い に対 して 、平 成

15年 度 は全 体 の48.2%が 「行 な って い る」 と回答 して い る。 次 い で 、 「今 後 行 な う予

定 で あ る」 が27.6%、 「行 な って い な い」 が19%と な っ て い る。CSRを 意 識 した 企 業

経 営 を行 な う理 由 と して 一番 多 くな って い るの が 、 「様 々 な社 会 的 リス ク を回避 、

軽減 す るた め」 の59.2%と な って い る。 次 い で 、 「不 祥 事発 生 防止 の リス クマ ネ ジ メ
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ン トの た め」 が56.6%、 「多 様 なス テ イ クホル ダー との信頼 性 確 保 の た め」 が49.7%、

「企 業 ブ ラン ドが確 立 で き るか ら」 が36.8%と な って い る。

この よ うなCSRを 意 識 した企 業経 営 を してい る企 業 と して い な い企 業 の業 種別 割 合

は、 図表3-4の よ うにな って い るlo。

図表3-4CSR経 営の業種別割合

建設業

製造業

電気ガス供給 業

運輸 ・通信 業

卸売 業

小売 業 ・飲食 店

金 融 ・保 険業

不動 産業

サービス業

その他
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(環境 省 編 『環 境 にや さ しい企 業行 動 調 査』2004年 、所 収P.120)

業 種 別割 合 で は、 電気 ・ガ ス供 給 業 が 最 も多 く 「今 後 行 う予 定 」 を含 め る と100%

とな り、 「行 って い ない 」 企 業 はな い こ とが分 か っ た。 ま た 、 そ の他 の業 種 に 関 し

て は 、環 境 情 報 の開 示状 況 と比較 す る と業種 別 の偏 りは少 な くな っ てい る。 この こ

とか らもCSRと い う概 念 が 、業 種 に関係 な く企 業 経 営 に浸 透 し始 めて い る こ とが分

か る。

一 方 で
、CSRを 意識 した 経営 を行 な って い な い企 業 も存 在 して い る。CSRを 意 識

した経 営 を行 な わ な い理 由 と して最 も多 くな っ て い るの が 、 「CSRに つ い て よ く し

らな い か ら」 で62.5%と な っ て お り、 非 上場 企 業 で は この割 合 は もっ と多 くな っ て

い る。 次 い で 、 「必 要 性 を感 じな い か ら」 が17.8%、 「費 用 がか か る」 が9.5%と な っ

てい る。
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ま た 、CSRを 専 門 に扱 う部 署 を 「設 置 して い な い 」企 業 は全 体 の44.3%で 、 「部 署

は な い が 担 当者 はい る」 企 業 が23.8%と な って い る。 一 方 で 、 専 門 の部 署 を 「設 置

して い る」 企 業 は18%で 、 「今 後 設置 す る予 定 」 の企 業 が9.6%と な って お り、設 置 し

て い ない 企 業 を大 幅 に下 回 って い る こ とが分 か る。

以上 の こ とか ら、 地域 社 会 へ の影 響 の大 き さに関係 な く、全 て の業 種 の経 営 の 現

場 で のCSRへ の関 心 は 高 ま って い る もの の、 専 門の部 署 を設 置 して い ない こ とな ど

か ら、積 極 的 な取 組 み は まだ始 ま って い な い と言 え る。 ま た 、独 立 したCSR報 告書

を作 成 して い る企 業 が少 な くな っ てい る こ とか らも、 日本 にお け るCSR経 営 の 実施

お よびCSR報 告 書 の 作成 は、今 後 の課題 とな って い くもの と思 われ る。

4.非 財務情報の問題点と今後の課題

これ までの考察で、 これ か らの企業経営では非財務情報が果 たす役割 が大き くな

り、 さらに現在 では広 い視野で企 業の社会的責任 を捉 えるCSRと い う概念 が注 目さ

れ るよ うになって きた ことを明 らかに した。 しか し、前項で分析 した よ うに、 日本

ではCSRを 意識 した経営 は始 ま りつつあ るものの、独立 したCSR報 告書 を作成 して

い る企業は少 な く、非財務情報 の多 くは環境報告書 となってい るのが現状 である。

つ ま り、 日本 においては、CSR報 告 書で報告す る よ うなCSRを 意識 した企業経 営が

積極的に行 われていない可能性 がある。 日本で は、企業の社会 的責任 を評価す る市

場や国民の意識がそれ ほ ど育 っていない こともあ り、企業 も積極的な取組み を して

こなかった もの と考 え られ る。 しか し、国際社会では、CSRを 意識 した経営が求 め

られ 、CSR報 告書 を開示す るこ とが求 め られてい る。

そのため、 日本国外 で活動 を行 な う企業 に とって、CSR経 営及び報告 書へ の取組

みへの遅れ は、企業イ メージの低下を招 く危 険性 があ り、早急 に対応す る必要 があ

る といえる。 さらに 日本 国内では、企業 の不祥事 が多発 してい ることもあ り、 日本

企業 は国際社会 か らかな り厳 しい評価 を受けているのが現実で ある。

この よ うな状況の中で、企業 の社会的責任 を格付 け評価す る動 きが始 まってい る。

2004年9月 にアメ リカの格付 け機 関であ るGMI(GovernanceMetricsInternational)

が、 コーポ レー ト ・ガバナ ンスの格付 け評価1'を発表 した。 昨今 、国内外 で企 業不

祥事が取 り沙汰 されてお り、 コーポ レー ト・ガバナンスが さかんに議論 されている。

企業経 営が効率的であ り、 さらに社 会的に貢献できるか どうかは、 コー ポ レー ト ・

ガバナ ンスが有効 に働 いているかに掛 かってい るので ある。 したがって、ガバナ ン
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ス格付 け評価が高い企業 は、経営 が効率的で社会貢 献 も十分に行 なわれている と考

え られ る。

この格付け評価 は、世界23力 国の2588社 を対象に、「取締役 のアカ ウンタビリテ ィ」、

「財務情報 の開示 と内部統制機 能」、 「株 主権利 」、 「役員報酬 」、 「企 業の支配権 の構

成」、 「企業行動 と社 会的責任 」の6つ の分析視 点で行 なわれ た。 図表4-1は 、ガ

バナ ンス格付 け評価 の順位 一覧で ある。

図表4-1ガ バナ ンス格付 け評価順位

順位 国名 企業数 平均点 順位 国名 企業数 平均点

1 ア メ リカ 1154 7.23 13 イ タ リア 39 5.41

2 カナダ 99 7.19 14 シ ンガ ポー ル 48 5.32

3 イギ リス 353 7.12 L5 ノ ル ウ ェー 13 5.23

4 オ._._ス ト ラ リ ア 93 6.73 16 オ0ス ト リア 13 5.04

5 オ ラ ンダ 30 6.58 17 フ ラ ンス 57 4.94

6 フ ィ ン ラ ン ド 20 6.05 18 香港 44 4.63

7 ア イル ラ ン ド 14 6.04 19 デ ンマ ー ク 20 4.60

S ス イ ス 32 5.66 20 ポル トガル 10 4.55

9 ニ ュー ジー ラ ン ド 13 5.62 21 ベ ル ギ ー 22 4.52

10 ドイ ツ 59 5.55 22 日本 356 3.57

11 スペ イ ン 39 5.46 23 ギ リシ ャ 23 2.93

12 ス ウ ェー デ ン 37 5.42 合計 2588

(出 典=http://www.gmiratings,com/(2gp22q55ul5dhq45pjchsn45)/Release20040903.html)

今 回 の調 査 で10点 満 点 を獲得 した のは、 アメ リカ企業20社 とカナ ダ企 業5社 、オー

ス トラ リア企 業1社 の合 計26の 企 業 で あ った12。GMIの 報告 書 に よる と、10点 満 点 を

獲 得 した26社 全 体 の平 均株 価 は、S&P500の 平 均株 価 指 数 を過 去1年 間 で4.9%、3年

間 で8.3%、5年 間 で10%も 上 回 って い た と してい る 。 この こ とか らGMIは 、 コー ポ

レー ト ・ガバ ナ ンス と株 価 に は密 接 な 関係 が あ る と指 摘 してい る。

一方
、 日本企 業 は 、23か 国 中22位 とな って い る。10点 満 点 を獲 得 した 日本 企 業 は

な く、逆 に最低 の評 価 を受 けた25の 企 業 の うち、 日本 企業 が13社 も入 って い た。 日

本 企 業 の評 価 が低 くな って い る理 由は 、社 外 取 締 役 の 比率 が低 い 点 とCSRに 関す る

方 向性 が不 明確 な点 をあ げて い る。 上述 した よ うに 、 コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス は、

経 営者 が多 種 多様 な利 害 関係 者 に対 して社 会 的 責任 を果 たす た め に必 要な システ ム

で あ り、効 率 的 な企 業 経 営 に はガ バ ナ ンス の機 能 が働 い て い る こ とが 重要 とな って

177



国際経営 フォーラムNo.16

い る。 そ して、ガバナ ンスの充実のためには、財務 情報 の開示 に加 え、非財務情報

の開示 も必要であ り、今 回の調査結果 は、利害 関係者へ の社会 的責任 と非財務情報

の開示 に関す る充実度 を表 している と考 えられ る。そのため今回の調査結果 か らは、

日本企業 の社会 的責任 への取組みの遅 さと情報 開示 への問題 が指摘で きる。

この よ うな格付 け評価 の結果 は、消費者行動や株 主行動へ影響 を与 える可能性 が

あるため注意が必要であ る。た とえば、利 害関係者 に対 して透 明性 の低 い経営 を行

な えば、消費者離れが進 んだ り、 またSRIの 投資対象 に組 み込まれな くなった りし

て しま うことが考 え られ るか らであ る。 これ まで 日本 国内でのSRIは 、市場 が小 さ

く、またエ コファン ドに代表 され るよ うな環境問題への適切 な対策が評価基準 となっ

てい ることが多かったため、 日本企業 に とって社会 的責任 はあま り重視す る必要 が

なか った とい える。 しか し、企業の グ ローバル化や 日本 国内でのSRI市 場 の拡大 に

よ り、今 後は 日本 においても企業 に社 会的責任 を意識 した経営 を求 める声が大 きく

な ることが予想 され る。

日本 国内でのSRIに は、厚生年金基金連合会 の 「コーポ レー ト・ガバナ ンスフ ァ

ン ド」13や住信 アセ ッ トマネ ジメン トの 「グッ ド ・カ ンパニー」14などがある。 それ

ぞれの ファン ドは、企業 の社会 的責任 を評価 基準 としてい るが、た とえば厚 生年金

基金連合会 の銘柄選 定の際の評価基準は、①株 主価値重視 の経営、②情報開示 ・説

明責任、③取締役会 、④役員報酬 システム、⑤ コンプライアンス とリスク管理 、 と

なってい る。 この評価基準に よって実際に選 ばれた上位30の 企業 には、東芝や帝人、

オム ロンな ど大手企業が入 っている。 しか し、前 出のGMIの コー ポ レー ト・ガバナ

ンスの格付 け評価 で、 日本企業 の中では トップの成績だった ソニーは上位 には入 っ

ていない。 また、積極的 な社会貢献 を行 ない業績 も好調な トヨタ 自動車 も上位 には

入 って きていない とい う結果だった。 ガバナ ンス と株価 には密接 な関係 があ るとす

るGMIの 調査報 告があるが、 日本 でのガバナ ンスファン ドの実践 には検討 の余地が

残 されている と思われ る。

以上の こ とか ら、CSR報 告書の開示お よびその利用 には、次 のよ うな問題点が あ

るとい える。第一 に、経済 ・社会 ・環境 とい う3つ の側面か ら企 業を捉 えるCSR報

告書は、世界の全ての国の共通指標にす ることは難 しい とい う点である。た とえば、

日本には 日本独 自の経済社会や文化 が存在 している。そ して、 これ まで 日本 では人

権問題や雇用問題 、企業の地域社会へ の貢献 な どの問題 は、国民の意識 の低 さや社

会情勢な ど様々な要因によって、大き く議論 され ることがなかったのである。また、

企業間の株 の持合 によって個人株 主が軽視 され る傾 向に もあった。 したがって、 こ
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のよ うな経済社会 では、CSR概 念 の定着 は遅れ るだ けでな く、イ ギ リスや アメ リカ

の よ うなCSR先 進国に評価 で劣 って しま う危険性 がある。イギ リスやアメ リカでは、

利 害 関係 者 の監視 が厳 しく、以 前か ら企 業 は社 会的 責任 を求 め られ てきたた め、

CSR経 営 に関 しては 日本 よ りも進んでい るとい える。 この よ うな社会や文化 の違い

によって、有利 な地域 と不利 な地域 が 出て しま うた め、SRIフ ァン ドの評価で 日本

の優 良企業が外 されて しま うとい う問題 が発生 して しま うので ある。 したがって、

GRIの よ うなCSR報 告書の ガイ ドライ ンには、地域や 国 ごとの特性 を考慮 したガイ

ドライ ン作 りが必要で あるといえる。

第二 に、 日本 にお け るSRIフ ァン ドの市場 が小 さい とい う問題 があ る。 日本 での

CSR報 告書 は、情報 の作成側 も情報 の受 け手側 も情報へ の関心が低 くなってい ると

い う背景が ある。 そのた め、CSR報 告書 を作成 す る企業 が少な く、また報告書 自体

の評価 も低 くなって しま うのであ る。 しか し、グローバル企業 は国際社会 での競争

力 を維持す るためにもCSR経 営 を実施 し、CSR報 告書 を開示す る必要 がある。 そ し

て、情報 の作成側 も情 報の受 け手側 もCSR情 報 の重要性 を認識 し、SRI市 場 を育て

ていかなけれ ばな らない。 そのためには、利 害関係者 が厳 しい 目で企業の社会的責

任 を意識 した経営 を してい るか ど うかを監視 し、株主や消費者 としての行動 を起 こ

す こ とが重要であ るとい える。

第三に、CSR報 告書には社会的な評価 とい う曖昧な基準が含 まれている点である。

社会的 な評価 は評価者 によって も結果 が異 なって しま うため、曖昧な情報 が開示 さ

れ て しま う可能性 があ る。そのため、企 業に とって都合の良い解釈の情報 が開示 さ

れ 、利 害関係者の意思決定 を誤 らせて しま う危険 性が考 え られ る。

第 四に、い くつ かの問題点が指摘 され るCSR情 報 を、既 に企 業評価 の基準 に利 用

している点である。 上記 のよ うな曖昧 な情報 が含 まれ る上 に、企業 に とって有利 な

情報だ けが開示 され る可能性 もある。利 害関係者 の意思決 定を誤 らせないためにも、

適切 な報告書の構築や監査制度の形成 が必要不可欠である とい える。

以上 のよ うに、CSR報 告書には、まだい くつかの問題点が残 されている。 しか し、

環境問題 をは じめ とす る企業 を取 り巻 く諸問題 には積極 的に取 り組 んでい く必要が

ある。CSR報 告書 は、企業 の積極 的な取組 みを認識 し、利 害関係者 に伝 えるとい う

重要 な役割 が期待 されてい る。そ のた め、企業 はCSR報 告書 を作成す る努力 を し、

一方で利害 関係者 はCSR報 告書を受 け入れ る市場 を形成す る必要 があるといえる。

179



国際経 営フォーラムNo.16

5.お わ り に

本稿 では、まず非財務情報 の意義 と役割 について考察 し、非財務情報が企 業 と利

害 関係者 の両方に大 きな影響 を与 えることを明 らかに した。

次に環境省の 「環境 にや さ しい企業行動調査」 を基に、非財務情報 の開示状況 に

ついて分析 した。 日本 においては、環境情報へ の関心が高 く、環境会計の実施や環

境報告書 の作成 を してい る企業が多かった。特 に、環境への影響 の大 きい電気 ・ガ

ス供 給業や製造業での割合が高 くなっていた。 それ に対 して、CSR報 告書 について

は独 立 した報告書 を作成 してい る企業 が少ない とい う結果 だった。 しか し、CSRを

意識 した経営を行 ってい る企 業の割合は多 く、 また環境情報の よ うな業種 による偏

りはなか った。 したがって、 日本 ではCSRへ の関心が高 まってい るものの、その取

組み は始まったばか りであるといえる。

このよ うに 日本 ではCSRへ の取組 みが始 まった ばか りであ るため、CSR先 進 国で

あるイギ リスやアメ リカな どの企業 と比べ る と、 日本企業 の取組 みは大 きく遅れて

しま っているのが現状であ る。企業の社会的な取組みやそ の報告 書を評価す る格付

け機 関の発表に よる と、 日本企業の平均 は下位 か ら2番 目とい う結果で、個別企業

の順位 で も日本 の大企業は上位30位 には入 っていなかった。 この よ うな結果 になっ

て しまった背景 として、本稿 では、①CSR報 告書が地域 ごとの社会や文化 を考慮 に

入れ ていない こと、② 日本におけ るSRI市 場 が小 さい こ と、③社 会的な評価 には恣

意 的な要素が含 まれ ること、な どを指摘 した。

以上 の よ うに、CSR報 告書 には問題 点 も残 され ているが、財務情報で は認識す る

ことが難 しい様々な情報を多様化す る利 害関係者 に提供す る役割が期待 されている。

したがって、今後 も企業規模拡大や企業環境 の変化な どに よ りCSR報 告書 の よ うな

非財務 情報 が果たす役割 は増大 してい くもの と思 われ る。

1本調 査 は
、 環境 省 が毎年 行 な って い る 「環 境 にや さ しい企 業行 動 調 査」 で、企 業

に よ る環 境保 全 に対 す る取組 が効 果 的 に進 め られ て い るか ど うか を把握 す る こ とを

目的 と して い る。 平 成15年 度 にお け る調 査 は 、東京 、大 阪 、名 古屋 の 各証 券 取 引所

の1部 、2部 上 場企 業2,671社 及 び 従 業 員 数500人 以 上 の非 上 場企 業 等3,683社 、 合

計6,354社 を対象 と し、 平成16年3月 にア ンケー ト調査 を実 施 した。 有 効 回 収 数 は 、

上 場企 業 で1,234社(46.2%)、 非 上場 企 業 で1,561社(42.4%)、 合 計 で2,795社(44.0%)
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とな っ てい る。

本 年 度 か らこれ まで の調 査項 目に加 え、新 た に企 業 の社 会 的 責任 へ の取組 状 況 に

関す る調 査 も行 な って い る。

2財 団法人 日本 規格 協会 編
、『CSR企 業 の社 会 的責任 一事 例 に よ る企業 活動 最前!i』

財 団法 人 日本 規格 協 会 、2004年 、所収p.22

3GRIは
、 全 世界 で適 用 可能 な持 続 可 能性 報 告 書 の作 成 の た め の ガイ ドライ ン を策

定 し よ うとCERESがUNEPに 呼 び か け、1997年 に設 立 され た組 織 で あ る。 そ の後 、

GRIは 各 国 の企 業 や研 究者 、NGO、 業 界 団 体 な どの参加 を受 け入 れ 、活 発 な討 議 が

行 なわ れ て きた。 現 在 で は 、 ステ ア リング ・コ ミッテ ィー と してUNEPやWBCSDと

い っ た 国 際機i関やCERESやAssociationofCharteredCertifiedAccountants(イ ギ リ

ス)な どが名 を連 ね て い る。 日本 か らは 、環 境 監 査研 究 会(EARG)が ス テ ア リン

グ ・コ ミ ッテ ィー と して参加 してい る。

4環 境省 編 『環境 報 告 書 ガ イ ドライ ン』2003年
、所 収p.6-8

5調 査 の詳 細 につ い て は
、 次 を参 照 され た い。

http://www.gmiratings.com/(2gp22955u15dhg45pjchsn45)/Release20040903.html

6日 米 欧 のSRIフ ァ ン ドの比 較 に 関 して は
、 谷 本 寛 治 著 『CSR経 営 一企 業 の社 会 的

責任 とステイ クホル ダー 一』 中央 経 済社 、2004年 を参 照 され た い。

7エ コフ ァ ン ドは
、判 断基 準 と して財 務 情 報 以外 に、対象 企 業 が どの よ うな環境 活

動 を行 ない 、 どの程 度 の効 果 をあ げ てい るのか も加 味 して い る とい う特徴 が あ る。

8こ こで のデ ー タは
、環 境省 が毎 年 実施 してい る 環 境 にや さ しい 企 業行 動 調 査 」

(平成13年 度版 、14年 度 版 、15年 度 版)を 基 に作 成 して い る。

9こ の デ ー タ は
、 持 続 可 能性 報 告 書 を作 成 して い る企 業(6.6%)とCSR報 告 書 を

作 成 して い る企 業(1.9%)の 割 合 を足 した もの とな って い る。

'oデー タは全 て 平成15年 度 の もので あ る
。

'1GMIの 詳 細 に 関 して は
、http://www.gmiratings.com/を 参 照 され た い。

'22004年8月31日 時 点
。10点 満 点 を獲 得 した企 業 は、次 の とお りで あ る。 詳 しくは、

http://www.gmiratings.com/(2gp22q55ul5dhq45pjchsn45)/Release20040903.htm1を 参 照

され た い。

13厚生年 金 基 金連 合 会 の コー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス フ ァン ドの詳 細 に つい て は
、

http://www.pfa.or.jp/index.htmを 参 照 され た い.

'1グッ ド ・カ ンパ ニ ー の評 価 基 準 は
、 次 の よ うにな ってい る。 こ こで もGMIの 評 価

基 準 と同 じよ うに 、企 業 の社 会 的 責任 と情 報 開示 が あ げ られ て い る。 詳 し くは 、 日
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本 総合 研 究 所編 『わ が国企 業 のCSR経 営 の動 向2004』2005年 を参 照 され たい 。
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調査票 環境編 調査票 社会編

1.環 境 に関す る経営方針 1.法 令 の遵 守

2.環 境 マ ネ ジ メ ン トシステ ム 2.説 明責任 と情報 開示

3.環 境 会 計 3.顧 客に対す る誠実 さ

4.環 境 コ ミ ュニ ケ ー シ ョン 4.人 材 の育成 ・支 援

5.環 境 パ フ ォ ー マ ン ス 5.グ ローバル 市場 へ の的確 な対応

6.環 境負荷 削減 の取組 み 6.社 会活動への積極 関与

7.環 境 リス ク管 理 と環 境 ビジネ ス

8.海 外での事業活動

(出 典:日 本 総 合 研 究所 編 『わが 国企 業 のCSR経 営 の動 向2004』2005年 、所 収P.1)
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